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種　類 番　号

議　案 1 1

議　案 2 3

議　案 3 7

議　案 4 11

議　案 5 15

議　案 6 19

議　案 7 31

議　案 8 35

議　案 9 39

議　案 10 43

議　案 11 47

議　案　一　覧　表 (平成２８年１２月７日提出）

議　　　案
件　　　　　　　　　　名 ページ

泉南市樽井地区財産区管理委員の選任について

公の施設の区域外設置について泉佐野市と協議することについて

泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

泉南市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

泉南市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

平成２８年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第４号）



種　類 番　号

議　案 12 77

議　案 13 87

議　　　案
件　　　　　　　　　　名 ページ

平成２８年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第２号）

平成２８年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）



議案第１号 

 

   泉南市樽井地区財産区管理委員の選任について 

 

 次の者を泉南市樽井地区財産区管理委員に選任したいので、泉南市樽井地区財産区管理会協議書第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  平成２８年１２月７日提出 

 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 

 

住  所 泉南市樽井五丁目３５番１５号 

氏  名 船野 敏雄（ふねの としお） 

生年月日 昭和２８年１１月２３日 

職  業 無職 

経  歴 元会社員 
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議案第２号 
 

   公の施設の区域外設置について泉佐野市と協議することについて 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の３第１項の規定により、泉南市の区域内に公園を設置することにつ

いて、泉佐野市と協議するものとする。 
 
  平成２８年１２月７日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
 
提案理由 
泉佐野市の公の施設を泉南市の区域内に設置することについて、地方自治法第２４４条の３第１項の規定により泉佐野市

と協議するに当たり、同条第３項の規定により議会の議決を求めるものである。 
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協議書 

 

泉佐野市と泉南市とは、泉佐野市の（仮称）泉佐野南部公園を泉南市の一部の区域に設置することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の３第１項の規定により、次のとおり協定する。 

（設置） 

第１条 泉佐野市は、（仮称）泉佐野南部公園（以下「南部公園」という。）を泉南市の一部の区域に設置する。 

（設置区域） 

第２条 南部公園の設置の区域は、別図のとおりとする。 

（経費負担） 

第３条 南部公園の設置及び管理に要する経費は、泉佐野市の負担とする。 

（泉南市の住民の使用料） 
第４条 泉南市の住民が南部公園を使用する場合の使用料は、泉佐野市の住民の使用料と同額とする。 
（補則） 

第５条 この協定に定めるもののほか、南部公園の設置及び管理について必要な事項は、泉佐野市長と泉南市長が協議して

定める。 

 

この協議を証するため、正本２通を作成し、泉佐野市長及び泉南市長が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

泉佐野市長  千代松 大耕 

泉 南 市 長  竹中  勇人 
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位　　置　　図

泉佐野市 

泉南市 

（仮称）泉佐野南部公園整備予定地 

6

okuda2483
テキストボックス
新家

okuda2483
テキストボックス
樫井川

okuda2483
テキストボックス
国道２６号線



議案第３号 
 

指定管理者の指定について 

 
次のとおり指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、

議会の議決を求める。 
 

平成２８年１２月７日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
 
１ 管理を行わせる公の施設 
  泉南市立文化ホール 
２ 指定管理者となる団体 
  兵庫県神戸市中央区海岸通６番地 
  国際ライフパートナー株式会社 
  代表取締役社長 徳 田 英 治 
３ 指定の期間 
  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
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議案第３号参考 
 
   国際ライフパートナー株式会社の概要 
 
設立年月日  昭和４７年１１月１０日 
団体の目的  事業を通じて社会奉仕をする精神に基づき、安全産業としてやすらぎの社会の創造をめざし、社会貢献を

することを目的とする。 
業務の概要  人的及び機械警備の業務、建物総合管理、各種メンテナンス業務の環境管理及び企画運営、公の施設の指

定管理による運営、駐車場及び有料道路の経営企画運営及び管理業務等 
指定管理実績   大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、岡山県及び徳島県の地方公共団体 公の施設１３市１町２０か

所 
資 本 金  １，０００万円 
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議案第４号  
 

   指定管理者の指定について 
 
 次のとおり指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、

議会の議決を求める。 
 
  平成２８年１２月７日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
 
１ 管理を行わせる公の施設 
  泉南市立市民体育館 
  泉南市立双子川テニスコート 
  泉南市民球場 
２ 指定管理者となる団体 
  大阪府泉南市樽井二丁目２６番１号 
  泉南市体育協会 
  代表者名 会長 北岡 和明 
３ 指定の期間 
  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
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議案第４号参考 
 
   泉南市体育協会の概要 
 
設立年月日  昭和３１年４月１日 
団体の目的  市民の体力向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身共に健全なる人間育成及び体育諸団体の 

育成と連絡協議をはかることを目的とする。 
事業の概要  各競技協会の育成指導、スポーツ少年団の育成指導、各競技種目別指導者講習会、各競技別市民大会、 

体育に関する講習会及び研修会、対外試合に市を代表する競技者及び役員の選定と派遣、体育スポーツ関

係功労者の表彰等 
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議案第５号 

  

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

  

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

  

平成２８年１２月７日提出 

  

                  泉南市長 竹 中 勇 人 

  

提案理由 

 雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１７号）による雇用保険法の一部改正に伴い、職員の退職手当に

関する条例について所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 

  

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

  

職員の退職手当に関する条例（昭和３１年泉南市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第５項中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第５条第１項に規定する適用事業と」

を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第２号中「第３７条の４第３項前段」を「第３７条の

４第３項」に改め、同条第６項中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第５条第１項に規定す

る適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第１１項中「又は広域求職活動費」を

「又は求職活動支援費」に改め、同項第６号を次のように改める。 

⑹ 求職活動に伴い雇用保険法第５９条第１項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第２項に規定する求職活動

支援費の額に相当する金額 

第１０条第１５項中「規定は、」の次に「第５項又は第６項の規定による退職手当の支給を受けることができる者（第５

項又は第６項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して１

年を経過していないものを含む。）及び」を加え、「これら」を「第７項又は第８項」に改める。 

附 則 

この条例は，平成２９年１月１日から施行する。 
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議案第６号 
 

   泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について 

 
 泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を別紙のように定める。 
 
  平成２８年１２月７日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
 
提案理由 
 地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）等が施行されることに伴い、本市関係条例においても

所要の改正を行うため、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 
 

   泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 
 
 （泉南市市税賦課徴収条例の一部改正） 
第１条 泉南市市税賦課徴収条例（昭和３２年泉南市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 第７条中「第１条の７第２号」を「第１条の９第２号」に改める。 
第９条中「及び第２号」を「、第２号及び第５号」に、「当該各号」を「第１号から第４号まで」に改め、「掲げる

期間」の次に「並びに第５号及び第６号に定める日までの期間」を加え、同条第２号中「第３９条第１項の申告書（法第

３２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項の規定による申告書に限る。）、」を削り、同条第３号中「第３９条

第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書を除く。）、」を削り、同条に次の２号を加える。 
⑸ 第３９条第１項の申告書（法３２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項の規定による申告書に限る。）

に係る税額（次号に掲げるものを除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日 
⑹ 第３９条第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書を除く。）でその提出期限後に提出

したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から１月を経過する日 
第３４条第１項中「規定によつて」を「規定により」に、「においては」を「には」に、「次項」を「この条」に、

「総称する」を「いう」に改め、同条第２項中「次項」の次に「及び第４項」を加え、同条第３項中「変更し」を「変更

し、」に、「から第１項」を「から同項」に改め、同条に次の１項を加える。 
４ 第２項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正（納付すべ

き税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。）をしたとき

（国の税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項に
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おいて「減額更正」という。）をしたことに基因して、第１項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その

賦課した税額が増加したときに限る。）は、その追徴すべき不足税額（当該減額更正前に賦課した税額から当該減額

更正に基因して変更した税額を控除した金額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する

税額に限る。以下この項において同じ。）については、次に掲げる期間（令第４８条の９の９第４項各号に掲げる市

民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 
⑴ 第３１条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの

期間 
⑵ 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日（当該減額更正が更正の請求に基づく

ものである場合には、同日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から増額更正に基因して変更した税額

に係る納税通知書が発せられた日までの期間 
第３９条第３項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」を「場合において、」に改め、同条第４項

中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」を「場合において、」に改め、同条中第６項を第７項とし、第

５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 
５ 第３項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以下この項において「修正申告書」という

。）の提出があつたとき（当該修正申告書に係る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第１９項に規定す

る申告書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納

付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）があつた後

に、当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書

に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）については、次に

掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による

更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税

にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 
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⑴ 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日（その日が当該申告に係る市民税の納期限より

前である場合には、当該納期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間 
⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除

く。）である場合又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものである場

合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書を提出

した日（法第３２１条の８第２３項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出

されたときは、当該修正申告書の提出期限）までの期間 
第４０条第２項中「についても」を「がある場合には、」に、「によるものとする。なお」を「とし、」に、「と

きは」を「場合には」に改め、同条第３項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合にあつては」を「場合に

は」に改め、「受けたこと」の次に「。次項第２号において同じ。」を加え、同条に次の１項を加える。 
４ 第２項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以下この項において「修正申告書」とい

う。）の提出があつたとき（当該修正申告書に係る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第１９項に規

定する申告書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出に

より納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）が

あつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額（当該

当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）につ

いては、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が提出した修正申告書に係る市民税又

は令第４８条の１５の５第３項に規定する市民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基

礎となる期間から控除する。 
⑴ 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日（その日が当該申告に係る市民税の納期限より

前である場合には、当該納期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間 
⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除
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く。）である場合又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものである場

合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書に係る

更正の通知をした日までの期間 
附則第５条を次のように改める。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例） 
第５条 平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の４第３項の規定に該当

する場合における第１８条の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは「

同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４第３項の規定により読み替

えて適用される法第３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用することができ

る。 
附則第１１条の２第１項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第２項第１号中「附則第１１条の２第

１項」を「附則第１１条の３第１項」に改め、同項第２号中「、附則第６条第１項、附則第６条の２の３第１項及び附則

第６条の２の３の２第１項」を「並びに附則第６条第１項、第６条の２の３第１項及び第６条の２の３の２第１項」に、

「附則第１１条の２第１項」を「附則第１１条の３第１項」に改め、同項第３号中「附則第１１条の２第１項」を「附則

第１１条の３第１項」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）」に、「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」を「特定給付補填金

等に係る雑所得等の金額」に改め、同項第４号中「附則第１１条の２第１項」を「附則第１１条の３第１項」に改め、同

条第３項中「第１６条及び」を「同条及び」に、「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第５項第１号中「附

則第１１条の２第３項」を「附則第１１条の３第３項後段」に改め、同項第２号中「、附則第６条第１項、附則第６条の

２の３第１項及び附則第６条の２の３の２第１項」を「並びに附則第６条第１項、第６条の２の３第１項及び第６条の２

の３の２第１項」に、「附則第１１条の２第３項」を「附則第１１条の３第３項後段」に改め、「、第２３条の３第１項

中「第１６条第４項」とあるのは「附則第１１条の２第４項」と」を削り、同項第３号中「附則第１１条の２第３項」を
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「附則第１１条の３第３項後段」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）」に、「又は配当所得」を「若しくは配当所得」に改め、同項

第４号中「附則第１１条の２第３項」を「附則第１１条の３第３項後段」に改め、同条第６項中「附則第１１条の２第３

項」を「附則第１１条の３第３項前段」に改め、同条を附則第１１条の３とし、附則第１１条の次に次の１条を加える。 
（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１１条の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第２項に規定

する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得

相互免除法第１６条第２項に規定する特例適用利子等については、第１６条及び第１９条の規定にかかわらず、他の

所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第５

項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この項において「特例

適用利子等の額」という。）に対し、特例適用利子等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第１８条の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割

を課する。 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 
⑴ 第１８条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第１１条の２第１項

に規定する特例適用利子等の額」とする。 
⑵ 第２２条から第２３条の２まで、第２３条の３第１項並びに附則第６条第１項、第６条の２の３第１項及び第６

条の２の３の２第１項の規定の適用については、第２２条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１

１条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第２３条第１項前段、第２３条の２、第２３条の３第１項

並びに附則第６条第１項、第６条の２の３第１項及び第６条の２の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１１条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第２３条第１項後段中「所得割の

25



額」とあるのは「所得割の額及び附則第１１条の２第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 
⑶ 第２４条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第

１１条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第７条第１０項（同法第１１条第８項及び第１５条第１４項において準用する場合を含む。）に規定する

特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第７条第１２項（同法第１１条第９項及び第１５条第１５項において準

用する場合を含む。）に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第７条第１６項（同法第１１条第

１１項及び第１５条第１７項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額

若しくは同法第７条第１８項（同法第１１条第１２項及び第１５条第１８項において準用する場合を含む。）に規

定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。 
⑷ 附則第４条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１

１条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第１１条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 
３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第８条第４項に規定する特例適用配当等、外

国居住者等所得相互免除法第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第１６条第３

項に規定する特例適用配当等（次項において「特例適用配当等」という。）については、第１６条第３項及び第４項

の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第１９条の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互免除法第１２条

第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この項において「

特例適用配当等の額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた第１８条

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の

所得割を課する。 
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４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の第２６条第１項の規

定による申告書（その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたものに限り、その時までに提出された第２７条第１項に規定する確定申告書を含む。）に前項後

段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない

理由があると市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。 
５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 
⑴ 第１８条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第１１条の２第３項

後段に規定する特例適用配当等の額」とする。 
⑵ 第２２条から第２３条の２まで、第２３条の３第１項並びに附則第６条第１項、第６条の２の３第１項及び第６

条の２の３の２第１項の規定の適用については、第２２条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１

１条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第２３条第１項前段、第２３条の２、第２３条の３第

１項並びに附則第６条第１項、第６条の２の３第１項及び第６条の２の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１１条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第２３条第１項後段中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１１条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額  

」とする。 
⑶ 第２４条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第

１１条の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律

第１４４号）第７条第１４項（同法第１１条第１０項及び第１５条第１６項において準用する場合を含む。）に規

定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。 
⑷ 附則第４条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１

１条の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並
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びに附則第１１条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 
 （泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正） 
第２条 泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２７年泉南市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 
  附則第６条第７項中「、新条例」を「、泉南市市税賦課徴収条例」に、「掲げる新条例」を「掲げる同条例」に改め、

同項の表第９条第３号の項中「第３９条第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３条の申告書を除く。）、

」を削る。 

附 則 

（施行期日） 
第１条 この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 
⑴ 第１条中泉南市市税賦課徴収条例第７条の改正規定 公布の日 
⑵ 第１条中泉南市市税賦課徴収条例附則第５条の改正規定及び次条第２項の規定 平成３０年１月１日 
（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の泉南市市税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）第３４条第４項の規定は、平成

２９年１月１日以後に新条例第３４条第２項に規定する納期限が到来する個人の市民税に係る延滞金について適用する。 
２ 新条例附則第５条の規定は、平成３０年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 
３ 新条例第３９条第５項及び第４０条第４項の規定は、平成２９年１月１日以後に新条例第３９条第３項又は第４０条第

２項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。 
４ 新条例附則第１１条の２の規定は、平成２９年１月１日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第

１２条第５項に規定する特例適用利子等若しくは同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等又は同法第８条第４項に

規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特例適
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用配当等に係る個人の市民税について適用する。 
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白  紙 

30

kagotani2320
長方形



議案第７号 

  

泉南市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 
  

泉南市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

  

平成２８年１２月７日提出 

  

                  泉南市長 竹 中 勇 人 

  

提案理由 

 介護保険法の改正により、通所介護のうち利用定員が厚生労働省令で定める定員１８人以下のものについて地域密着型通

所介護（定員９名以下の療養通所介護も同様）として位置付けられたことに伴い、当該事業の記録の保存年限について本条

例の適用対象として追加する必要があるため、本条例を提案するものである。 
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kagotani2320
長方形



泉南市条例第 号 

  

泉南市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人 

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 
  

泉南市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２５年泉南市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「第３条の４０第２項、第１７条第２項」の次に「、第３６条第２項、第４０条の１５第２項」を、「提供した

日（」の次に「指定地域密着型サービス基準」を、「第１７条第２項第１号」の次に「、第３６条第２項第１号、第４０条

の１５第２項第１号」を、「あっては」の次に「、指定地域密着型サービス基準の規定にかかわらず、」を加え、「、第３

条」を「、指定地域密着型サービス基準第３条」に改め、「第１７条第２項第３号」の次に「、第３６条第２項第３号、第

４０条の１５第２項第４号」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の第４条の規定は、施行日以後に整備の対象となる記録及び現に指定地域密着型サービス基準に

より保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。 

 

33



白  紙 

34

kagotani2320
長方形



議案第８号 

 

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

平成２８年１２月７日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由 

 平成２８年９月２９日に市長に対し提出された泉南市国民健康保険運営協議会の答申を受けて、本市国民健康保険税賦課

税率等の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものである。 

 

35



白  紙 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

泉南市国民健康保険税条例（昭和４１年泉南市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「４５０，０００円」を「４７０，０００円」に改め、同条第３項ただし書中「１２０，０００

円」を「１４０，０００円」に改め、同条第４項ただし書中「１００，０００円」を「１２０，０００円」に改める。 

第３条第１項中「１００分の８．８」を「１００分の９．６５」に改める。 

第５条中「２４，９４０円」を「２５，６００円」に改める。 

第５条の２第１号中「３１，８９０円」を「２３，７００円」に改め、同条第２号中「１５，９４５円」を「１１，８５ 

０円」に改め、同条第３号中「２３，９１８円」を「１７，７７５円」に改める。 

第６条中「１００分の２．３」を「１００分の３．０」に改める。 

第７条の２中「６，４００円」を「７，８００円」に改める。 

第７条の３第１号中「８，２００円」を「７，２００円」に改め、同条第２号中「４，１００円」を「３，６００円」に

改め、同条第３号中「６，１５０円」を「５，４００円」に改める。 

第８条中「１００分の２．１５」を「１００分の２．８０」に改める。 

第９条の２中「７，５００円」を「９，２００円」に改める。 

第９条の３中「４，５００円」を「５，７００円」に改める。 

第２３条中「４５０，０００円」を「４７０，０００円」に、「１２０，０００円」を「１４０，０００円」に、「１０

０，０００円」を「１２０，０００円」に改める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の泉南市国民健康保険税条例の規定は、平成２９年度以後の年度分の泉南市国民健康保険税につ

いて適用し、平成２８年度分までの泉南市国民健康保険税についは、なお従前の例による。 
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議案第９号 

  

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

  

平成２８年１２月７日提出 

  

                  泉南市長 竹 中 勇 人 

  

提案理由 

 所得税法等の一部を改正する法律(平成２８年法律第１５号)第８条により外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互

主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正が平成２９年１月１日に施行されることに伴い、本市国民健康保険税

条例においても所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 

  

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

泉南市国民健康保険税条例（昭和４１年泉南市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

附則第１１項を附則第１３項とし、附則第１０項を附則第１２項とし、附則第９項の次に次の２項を加える。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、

同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当

所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の規定の適用について

は、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項

及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第２３条において

「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第２３条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等

の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相
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互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する

特例適用配当等又は同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合に

おける第３条、第６条、第８条及び第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額

（以下この条及び第２３条において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山

林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第２３条中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の泉南市国民健康保険税条例附則第１０項及び第１１項の規定は、この条例の施行の日以後に支

払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４

号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等若しくは同法第１６条第２

項に規定する特例適用利子等又は同法第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適用

配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。 
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議案第１０号 

  

泉南市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定につい    

て 
  

泉南市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例を別紙のように定める。 

  

平成２８年１２月７日提出 

  

                  泉南市長 竹 中 勇 人 

  

提案理由 

 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）の規定に基づき、本市の農業委員会の委員及び農地利用最適化推

進委員の定数を定めるため、本条例を提案するものである。  
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泉南市条例第 号 

  

泉南市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例 

  

泉南市農業委員会の選挙による委員の定数条例の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第２項及び第１８条第２項の規定に基

づき、泉南市農業委員会の委員（以下「農業委員」という。）及び農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）

の定数を定めるものとする。 

（農業委員の定数） 

第２条 農業委員の定数は、１４人とする。 

 （推進委員の定数） 

第３条 推進委員の定数は、６人とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律第６３号）附則第２９条第２項の規定によ

りなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日（選挙による委員の全員が全てなくなった

ときは、そのなくなった日）後に任命される委員の定数について適用されるものとする。 
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（報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

３ 報酬及び費用弁償条例（昭和３１年泉南市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

別表農業委員会委員の項の次に次のように加える。 

｜ 農地利用最適化推進委員     ｜ 年額 １２０，０００円     ｜ 
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議案第１１号 

 

平成２８年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第４号） 

 

 平成２８年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４２３，１８４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２５，１１３，１７２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

（継続費） 

第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の補正は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の補正は、「第４表 地方債補正」による。 

 

平成２８年１２月７日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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第２表　継続費

款 項 事　　　　業　　　　名 総　　  　額 年　  割　  額

千円 千円

 ９ 教   育   費  ３ 中　学　校　費 泉 南 中 学 校 建 替 事 業 3,386,370 平 成 ２ ８ 年 度 1,177,136

平 成 ２ ９ 年 度 1,917,490

平 成 ３ ０ 年 度 291,744

年          度
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第３表　債務負担行為補正

１  追    加

事　　　　項 期　　間 限　　　度　　　額

障害福祉計画策定業務委託事業
（平成２８年度）

平成２８年度～
平成２９年度

４，６８３千円

高齢者保健福祉計画策定業務委託事業
（平成２８年度）

平成２８年度～
平成２９年度

２，８７８千円

新火葬場建設事業に係る工事監理委託
事業
（平成２８年度）

平成２８年度～
平成３０年度

２４，２２７千円

中学校空調設備リース事業
（平成２８年度）

平成２８年度～
平成４２年度

２５３，０００千円

文化ホール指定管理事業
（平成２８年度）

平成２８年度～
平成３３年度

１４８，０００千円

市民体育館等指定管理事業
（平成２８年度）

平成２８年度～
平成３３年度

１７３，８５０千円
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第４表　地方債補正

１  変    更

起 債 の 目 的

　　千円 年％以内 　　千円 年％以内

火葬場整備事業 109,000 普通貸借 ６ 127,200 補正前と同じ 補正前と同じ 補正前と同じ

(証書借入)

又　　は

証券発行

学校教育施設等整備事業 38,000 〃 〃 〃 1,155,100 〃 〃 〃

政府その他の金融機関の
資金については、その融
通条件による。ただし、
財政の都合により、償還
期限及び据置期間を短縮
し、又は繰上償還若しく
は低利に借り換えること
ができる。

（ただし、利率見直し方
式で借り入れる政府資金
及び地方公共団体金融機
構資金について、利率の
見直しを行った後におい
ては当該見直し後の利
率）

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
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（新規設定分）

国　県
支出金

地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

平  成
28年度

1,177,136 179,100 998,000 36 1,177,136 1,177,136 2,209,234 34.8

平  成
29年度

1,917,490 310,237 1,446,500 160,753 56.6

平  成
30年度

291,744 218,800 72,944 8.6

計 3,386,370 489,337 2,663,300 233,733 1,177,136 1,177,136 2,209,234 100.0

9教育費 3中学校費
泉南中学校建替
事業

前年度末
ま  で  の
支出見込額

当該年度

支出予定額
特　　定　　財　　源

左  の  財  源  内  訳

年割額年度

全      体      計      画

前々年度
末までの
支 出 額

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

一般財源

款 項 事　業　名
当該年度末
ま  で  の
支出予定額

翌年度以降

支出予定額

継続費の総
額に対する
進  捗  率
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（単位：千円）

当 該 年 度 中 当 該 年 度 末 当 該 年 度 中 当 該 年 度 末

起 債 見 込 額 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 現 在 高 見 込 額

1. 496,900 13,686,252 1,632,200 14,821,552

(3) 教 育 58,900 1,373,272 1,176,000 2,490,372

(6) 衛 生 141,000 938,787 159,200 956,987

1,723,708 26,157,449 2,859,008 27,292,749計

地方債現在高の補正調書

区 分

補 正 前 の 額 補 正 後 の 額

普 通 債
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参  考
款  別  現  計  予  算  表

１．歳  入

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比  率

(1) 市 　税  8,751,270  8,751,270  34.9

(2) 地方譲与税  142,900  142,900  0.6

(3) 利子割交付金  18,100  18,100  0.1

(4) 配当割交付金  74,100  74,100  0.3

(5) 株式等譲渡所得割交付金  52,300  52,300  0.2

(6) 地方消費税交付金  1,208,400  1,208,400  4.8

(7) ゴルフ場利用税交付金  44,600  44,600  0.2

(8) 自動車取得税交付金  31,400  31,400  0.1

(9) 地方特例交付金  34,603  34,603  0.1

(10)地方交付税  2,587,416  2,587,416  10.3

(11)交通安全対策特別交付金  11,352  11,352 －

(12)分担金及び負担金  336,297  24,300  360,597  1.4

(13)使用料及び手数料  377,416  377,416  1.5

(14)国庫支出金  4,714,718  214,238  4,928,956  19.6

(15)府支出金  1,780,084  6,644  1,786,728  7.1

(16)財産収入  13,887  13,887  0.1

(17)寄　附　金  30,589  35,754  66,343  0.3

(18)繰　入　金  1,374,981  6,948  1,381,929  5.5

(19)諸　収　入  188,940  188,940  0.8

(20)市 　債  1,680,408  1,135,300  2,815,708  11.2

(21)繰　越　金  236,227  236,227  0.9
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（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

歳     入     合     計    23,689,988     1,423,184    25,113,172 100.0
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２．歳       出

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 議　会　費                                            271,255       △7,288       263,967   1.0

(2) 総　務　費                                          2,296,823        13,262     2,310,085   9.2

(3) 民　生　費                                         10,942,342         3,533    10,945,875  43.6

(4) 衛　生　費                                          1,940,306        49,119     1,989,425   7.9

(5) 農林水産業費                                          165,683            60       165,743   0.7

(6) 商　工　費                                             71,588         1,587        73,175   0.3

(7) 土　木　費                                          1,813,998     1,813,998   7.2

(8) 消　防　費                                            870,704       870,704   3.5

(9) 教　育　費                                          1,959,720     1,340,628     3,300,348  13.1

(10)公　債　費                                          3,005,166      △14,200     2,990,966  11.9

(11)諸支出金                                              228,768        36,483       265,251   1.1

(12)災害復旧費                                            103,635       103,635   0.4

(13)予　備　費                                             20,000        20,000   0.1

歳     出     合     計    23,689,988     1,423,184    25,113,172 100.0
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議案第１２号 
 

   平成２８年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 
平成２８年度大阪府泉南市の下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，４６０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 
２，１４８，５１３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 
（地方債の補正） 

第２条 地方債の補正は、「第２表 地方債補正」による。 
 
平成２８年１２月７日提出 

 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

  

1.   歳     入

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

  

(1) 分担金及び負担金         9,034         △440         8,594

  

 1)負　担　金         9,034         △440         8,594

  

(3) 国庫支出金        67,500        28,500        96,000

  

 1)国庫補助金        67,500        28,500        96,000

  

(5) 市　　　債       663,100      △24,600       638,500

  

 1)市　　　債       663,100      △24,600       638,500

  

歳         入         合         計     2,145,053         3,460     2,148,513
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2.   歳     出

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

  

(2) 事　業　費       296,134         3,460       299,594

  

 1)下水道建設費       296,134         3,460       299,594

  

歳         出         合         計     2,145,053         3,460     2,148,513
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第２表　地方債補正

１　変　更

千円 普通貸借 年％以内 千円 年％以内

（証書借入)

又は ６

下水道事業 663,100 証券発行 638,500 補正前と同じ 補正前と同じ 補正前と同じ

利　率限　度　額

補 正 後

起債の方法 償 還 方 法

(ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及び
地方公共団体金融
機構資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては当該見直し後
の利率）

年賦又は半年賦、元
利均等償還若しくは
元金均等償還又は満
期一括償還

限　度　額 利　率起債の方法

起債の目的

補 正 前

償 還 方 法
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平成２８年度 

 

大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第２号）事項別明細書 



白  紙 

kagotani2320
長方形



 

歳 入

23-0001

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

１
分担金及び負担金         9,034         △440         8,594

( 1)
負　担　金              9,034         △440         8,594

  1)
受益者負担金            9,034         △440         8,594

1.
現年度分                △440

３
国庫支出金             67,500        28,500        96,000

( 1)
国庫補助金             67,500        28,500        96,000

  1)
下水道建設費補助
金        67,500        28,500        96,000

1.
下水道建設費補助
金        28,500

公共下水道建設事業補助金補助率１／２

５
市　　　債            663,100      △24,600       638,500

( 1)
市　　　債            663,100      △24,600       638,500

  1)
事　業　債            663,100      △24,600       638,500

1.
下水道事業債         △24,600

公共下水道事業債

歳　　　入　　　合　　　計     2,145,053         3,460     2,148,513

款  5 市　　　債      項  1 市　　　債      目  1 事　業　債
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歳 出
款  2 事　業　費            

23-0001

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

  ２事　業　費          296,134         3,460       299,594      △25,040        28,500

分担金及び負担金
        △440

市債            
     △24,600

( 1)下水道建設費        296,134         3,460       299,594      △25,040        28,500

分担金及び負担金
        △440

市債            
     △24,600

  1)下水道建設費        296,134         3,460       299,594      △25,040        28,500

分担金及び負担金
        △440

市債            
     △24,600

節　　区　　分 金       額

 22.補償、補填及び賠
    償金         3,460        63,860

[ 1]人件費事業           38,536             0        38,536       △1,700         1,700

市債            
      △1,700

[公共下水道事業債
      △1,700]

[ 2]公共下水道整備
    事業       227,664         3,460       231,124      △22,240        25,700 下水道整備課

分担金及び負担金
        △440

[現年度分        
        △440]
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 23-0002

市債            
     △21,800

[公共下水道事業債
     △21,800]

節　　区　　分 金       額

 22.補償、補填及び賠
    償金         3,460        63,860

支障管等移設

[ 3]公共下水道計画
    事業        11,523             0        11,523       △1,100         1,100

市債            
      △1,100

[公共下水道事業債
      △1,100]

歳　出　合　計     2,145,053         3,460     2,148,513      △25,040        28,500

分担金及び負担金
        △440

市債            
     △24,600

款  2 事　業　費      項  1 下水道建設費      目  1 下水道建設費
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（単位：千円）

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額

下水道事業債 663,100 11,209,540 638,500 11,184,940

補 正 後 の 額

区　　　　　　分

補 正 前 の 額

地方債現在高の補正調書
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議案第１３号 

 

   平成２８年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 平成２８年度大阪府泉南市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，５５０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

 ５，４４０，６３６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

予算補正」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額 

は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 平成２８年１２月７日提出 

 

                              泉南市長  竹 中  勇 人 
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第２表　債務負担行為

事　　　　項 期　　間 限　　　度　　　額

介護保険事業計画策定業務委託事業
（平成２８年度）

平成２８年度～
平成２９年度

４，９８６千円
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平成２８年度 

 

大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）事項別明細書 



白  紙 

kagotani2320
長方形
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